
防府市地域公共交通活性化協議会協議運賃分科会設置要領 

令和６年２月１３日制定 

（目的） 

第１条 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第９条第４項に規

定される運賃等（以下、「協議運賃」という。）について協議するた

め、防府市地域公共交通活性化協議会設置要綱第８条の規定に基づ

き、防府市地域公共交通活性化協議会協議運賃分科会（以下「分科

会」という。）を設置する。 

（協議事項） 

第２条 分科会は、次の事項を協議する。 

（１）協議運賃に関すること。 

（２）その他目的を達成するために必要な事項  

（委員） 

第３条 分科会は次の各号に掲げる団体等に所属する者により構成す

る。 

（１）防府市 

（２）協議運賃を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者  

（３）中国運輸局山口運輸支局  

（４）住民又は公共交通機関の利用者の代表  

２ 委員は、やむを得ない理由により分科会に出席できないときは、

あらかじめ代理出席届（第１号様式）を提出し、委員長の承認を得

て代理人を出席させることができる。ただし、代理人は当該団体の

構成員に限る。 

（委員長） 

第４条 委員長は、前条第１項第１号に規定する者が務める。  

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、第３条第２号に掲げる者にあっては当該協議

運賃に係る協議が終了するまでとし、その他の者にあっては、防府

市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）の委員の任

期と同様とする。 

資料２  



（会議） 

第６条 分科会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、

委員長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。  

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数の同意でこれを決し、可否

同数のときは、議長の決するところとする。  

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、

資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めること

ができる。 

５ 協議事項の内容により、会議の開催に代え文書による協議を行う

ことができる。 

６ 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委

員長が別に定める。 

（協議結果の尊重義務）  

第７条 分科会で協議が調った事項については、委員はその協議結果

を尊重しなければならない。  

（協議結果の報告）  

第８条 委員長は、分科会の協議結果について、協議会に報告するも

のとする。 

（事務局） 

第９条 分科会の事務局は、防府市総合政策部政策推進課に置く。 

（その他） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、分科会の事務の運営上必要

な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和６年２月１３日から施行する。 

 

  



第１号様式（第３条関係） 

 

  年  月  日 

 

防府市地域公共交通活性化協議会協議運賃分科会 

委員長                  様 

 

団体名              

委員氏名             

 

 

代理出席届 

 

  年  月  日開催の防府市地域公共交通活性化協議会協議運賃分科会

について、下記の者を代理出席者として届け出ます。 

 

記 

 

＜代理出席者＞ 

 

 団体名                 

 

 氏 名                 


